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に
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１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
杉
本
和
巳
君
提
出
消
防
団
の
現
場
対
応
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
こ
う
し
た
現
場
で
の
諸
問
題
」
の
具
体
的
な
範
囲
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
仮
に
、
消
防
及
び
警

察
の
「
調
整
・
連
携
不
足
」
に
関
す
る
個
別
具
体
の
事
案
を
意
味
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
現
場
に
お
い
て
日
々
調

整
が
な
さ
れ
る
も
の
と
考
え
て
お
り
、
政
府
と
し
て
個
別
に
は
把
握
し
て
い
な
い
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

消
防
組
織
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
七
条
に
基
づ
き
、
必
要
に
応

じ
、
参
考
と
な
る
事
例
を
提
示
す
る
こ
と
も
含
め
、
引
き
続
き
、
地
方
公
共
団
体
に
対
し
助
言
等
を
行
っ
て
ま
い
り
た
い
。 

三
に
つ
い
て 

 
 

法
第
四
十
二
条
第
一
項
は
、
「
消
防
及
び
警
察
は
、
国
民
の
生
命
、
身
体
及
び
財
産
の
保
護
の
た
め
に
相
互
に
協
力
を
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
規
定
し
て
お
り
、
災
害
時
等
に
消
防
団
を
含
む
消
防
及
び
警
察
等
の
関
係
機
関
の
連
携
を
図
る

こ
と
は
重
要
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。 

 
 

こ
う
し
た
認
識
の
下
、
「
防
災
基
本
計
画
」
（
令
和
五
年
五
月
三
十
日
中
央
防
災
会
議
決
定
）
に
基
づ
き
、
災
害
現
場
等



 

２ 

 

に
お
い
て
、
消
防
団
を
含
む
消
防
及
び
警
察
等
の
関
係
機
関
が
連
携
を
図
り
な
が
ら
円
滑
か
つ
効
果
的
に
救
助
活
動
等
を
行

え
る
よ
う
、
活
動
調
整
会
議
を
開
催
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
「
「
東
日
本
大
震
災
を
踏
ま
え
た
大
規
模
災
害
時

に
お
け
る
消
防
団
活
動
の
あ
り
方
等
に
関
す
る
検
討
会
」
報
告
書
を
受
け
た
取
り
組
み
の
推
進
に
つ
い
て
（
通
知
）
」
（
平

成
二
十
四
年
八
月
三
十
日
付
け
消
防
災
第
三
百
五
号
消
防
庁
国
民
保
護
・
防
災
部
防
災
課
長
通
知
）
等
に
よ
り
、
消
防
団
を

含
む
消
防
及
び
警
察
等
の
関
係
機
関
の
連
携
に
つ
い
て
、
法
第
三
十
七
条
に
基
づ
く
助
言
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、

引
き
続
き
、
消
防
団
及
び
警
察
等
の
関
係
機
関
の
連
携
に
関
す
る
事
例
を
参
考
と
し
て
提
示
す
る
こ
と
も
含
め
、
更
な
る
連

携
を
図
る
よ
う
地
方
公
共
団
体
に
対
し
助
言
等
を
行
っ
て
ま
い
り
た
い
。 


